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日野町告示第53号 

 令和２年第９回日野町議会定例会を次のとおり招集する。 

   令和２年11月30日 

日野町長 﨏 田 淳 一 

１．期 日  令和２年12月４日 

２．場 所  日野町議会議場 

─────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

中 山 法 貴              梅 林 敏 彦 

山 形 克 彦              金 川 守 仁 

松 尾 信 孝              中 原 信 男 

安 達 幸 博              佐々木   求 

竹 永 明 文              小 谷 博 徳 

       ─────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

        な し 

       ─────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────── 

第９回 日 野 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日） 

令和２年12月４日（金曜日） 

──────────────────────────────────────────── 

議事日程 

令和２年12月４日 午前10時開会 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

（１）議会関係の報告（議長） 

（２）一般行政報告（町長） 

日程第４ 議案第66号 日野町国民健康保険税条例の一部改正について（町長） 

日程第５ 議案第67号 愛と元気の日野町ふるさと基金条例の一部改正について（町長） 

日程第６ 議案第68号 鳥取県町村総合事務組合規約の変更に関する協議について（町長） 

日程第７ 議案第69号 鳥取県西部広域行政管理組合規約の変更に関する協議について（町長） 

日程第８ 議案第70号 日野町江府町日南町衛生施設組合規約の変更に関する協議について 

（町長） 

日程第９ 議案第71号 建設工事委託協定の変更について（町長） 

日程第10 議案第72号 令和２年度日野町一般会計補正予算（第７号）（町長） 

日程第11 議案第73号 令和２年度日野町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）（町長） 

日程第12 議案第74号 令和２年度日野町介護保険特別会計補正予算（第２号）（町長） 

日程第13 議案第75号 令和２年度日野町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第２号） 

（町長） 

日程第14 議案第76号 令和２年度日野町簡易水道特別会計補正予算（第２号）（町長） 

日程第15 議案第77号 令和２年度日野町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）（町長） 

       ─────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 
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（１）議会関係の報告（議長） 

（２）一般行政報告（町長） 

日程第４ 議案第66号 日野町国民健康保険税条例の一部改正について（町長） 

日程第５ 議案第67号 愛と元気の日野町ふるさと基金条例の一部改正について（町長） 

日程第６ 議案第68号 鳥取県町村総合事務組合規約の変更に関する協議について（町長） 

日程第７ 議案第69号 鳥取県西部広域行政管理組合規約の変更に関する協議について（町長） 

日程第８ 議案第70号 日野町江府町日南町衛生施設組合規約の変更に関する協議について 

（町長） 

日程第９ 議案第71号 建設工事委託協定の変更について（町長） 

日程第10 議案第72号 令和２年度日野町一般会計補正予算（第７号）（町長） 

日程第11 議案第73号 令和２年度日野町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）（町長） 

日程第12 議案第74号 令和２年度日野町介護保険特別会計補正予算（第２号）（町長） 

日程第13 議案第75号 令和２年度日野町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第２号） 

（町長） 

日程第14 議案第76号 令和２年度日野町簡易水道特別会計補正予算（第２号）（町長） 

日程第15 議案第77号 令和２年度日野町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）（町長） 

       ─────────────────────────────── 

出席議員（10名） 

１番 中 山 法 貴        ２番 梅 林 敏 彦 

３番 山 形 克 彦        ４番 金 川 守 仁 

５番 松 尾 信 孝        ６番 中 原 信 男 

７番 安 達 幸 博        ８番 佐々木   求 

９番 竹 永 明 文        10番 小 谷 博 徳 

       ─────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

       ─────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

       ─────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 ────────── 伊 田 喜 浩  書記 ────────── 景 山 政 之 
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                       書記 ────────── 中 田 早 文 

       ─────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 ────────── 﨏 田 淳 一  副町長 ───────── 音 田   守 

教育長 ───────── 生 田   進  総務課長 ──────── 渡 部 裕 之 

住民課長兼会計管理者 ── 遠 藤 律 子  企画政策課長 ────── 荒 木 憲 男 

健康福祉課長 ────── 住 田 秀 樹  産業振興課長 ────── 角 井   学 

建設水道課長 ────── 飛 田 朋 伸  教育課長 ──────── 砂 流 誠 吾 

─────────────────────────────── 

午前１０時００分開会 

○議長（小谷 博徳君） おはようございます。ただいまの出席議員数は１０人であり、定足数に

達していますので、これより令和２年第９回日野町議会定例会を開会いたします。 

 本日の定例会は、マスク着用や換気を行うなど新型コロナウイルス対策を講じて進めますので、

御理解のほどをお願いいたします。なお、出席議員には、例規の確認のためタブレット端末機使

用を許可しています。 

 中海テレビのテレビカメラによる撮影を許可しておりますので、御承知ください。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました日程のとおりであります。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小谷 博徳君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員には、会議規則第１２５条の規定により、６番、中原信男議員、７

番、安達幸博議員の２名を指名いたします。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第２ 会期の決定 

○議長（小谷 博徳君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、議会運営委員会の答申のとおり、本日から１２月１５

日までの１２日間にいたしたいと思います。これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小谷 博徳君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から１２月１５
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日までの１２日間と決定いたしました。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第３ 諸般の報告 

○議長（小谷 博徳君） 日程第３、諸般の報告を行います。第８回臨時会以後の議会関係につい

て報告いたします。 

 １１月３０日、本定例会開催のための議会運営委員会を開催いたしました。同日、日野病院組

合議会臨時会が開催され、議長ほか関係議員が出席しております。 

 １２月１日、日野町江府町日南町衛生施設組合議会定例会が開催され、関係議員が出席してお

ります。 

 続きまして、一般行政報告を﨏田町長が行います。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） おはようございます。一般行政報告を行います。第８回、臨時会以降に

ついて、御報告申し上げます。 

 令和２年第５回日野病院組合議会臨時会が１１月３０日に招集されましたので、その概要を報

告いたします。 

 議案として、規約変更が１件、条例改正２件、補正予算２件が提案され、いずれも原案のとお

り可決されました。規約変更の鳥取県町村総合事務組合規約の変更につきましては、共同処理す

る事務として２件の事務が追加されるものでございます。条例改正２件につきましては、人事院

の給与勧告に基づき、職員及び会計年度任用職員の期末手当の支給月額を年間０．０５か月引き

下げるよう改正を行ったものでございます。補正予算２件は、日野病院組合病院事業会計及び日

野病院組合在宅介護支援事業会計において、人事院の給与勧告に基づき、手当等を減額したもの

でございます。 

 続いて、令和２年第３回日野町江府町日南町衛生施設組合議会定例会が１２月１日に招集され

ましたので、その概要を報告いたします。日野町江府町日南町衛生施設組合の休日を定める条例

の一部改正について１件、鳥取県町村総合事務組合規約の変更に関する協議について１件、令和

２年度補正予算１件が提案され、いずれも原案のとおり承認されました。 

 まず、日野町江府町日南町衛生施設組合の休日を定める条例の一部改正につきましては、年末

年始の休日を１２月２９日から翌年の１月３日までとし、江府町に合わせるものでございます。 

 次に、鳥取県町村総合事務組合規約の変更に関する協議につきましては、非常勤消防団員に対

する退職報償金の支給事務、消防団員に対する賞じゅつ金の支給事務を追加するものであります。 
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 令和２年度補正予算第２号は、歳入歳出それぞれ１，０６６万円を減額し、総額を１億７，９

４７万２，０００円とするものです。主な内容は、汚泥再生処理センター清化園の修繕料の請負

残の精査、脱臭用活性炭入替え業務の回数の減による委託料の減額、くぬぎの森の修繕料の請負

残の精査による減額などでございました。以上が一般行政報告であります。 

○議長（小谷 博徳君） 以上で、諸般の報告を終わります。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第４ 議案第６６号 から 日程第１５ 議案第７７号 

○議長（小谷 博徳君） 日程第４、議案第６６号、日野町国民健康保険税条例の一部改正につい

てから日程第１５、議案第７７号、令和２年度日野町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

までを一括議題といたしたいと思います。これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小谷 博徳君） 異議なしと認めます。よって、議案第６６号から議案第７７号までを一

括議題といたします。 

 日程第４、議案第６６号、日野町国民健康保険税条例の一部改正について、提出者の説明を求

めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第６６号、日野町国民健康保険税条例の一

部改正につきまして、御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと思います。 

 これは、令和３年１月１日施行の個人所得課税の見直しに伴い、国民健康保険税の負担水準に

不利益等が生じないよう、地方税法施行令の一部を改正する政令が令和２年９月４日公布された

ことに伴い、日野町国民健康保険税条例の一部改正を行うものであります。改正内容は、国民健

康保険税の軽減判定所得の見直しなどであります。詳細につきましては、住民課長に説明させま

すので、御審議いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 遠藤住民課長。 

○住民課長兼会計管理者（遠藤 律子君） 議案第６６号、日野町国民健康保険税条例の一部改正

について、御説明申し上げます。 

 これは、地方税法施行令の一部を改正する政令、令和２年政令第２６４号が令和２年９月４日

に公布され、国民健康保険税の改正部分については令和３年１月１日から施行されることになっ

たことに伴いまして、日野町国民健康保険税条例の規定について所要の改正を行うものでありま

す。議案書の２ページ、概要書を御覧いただきたいと思います。 
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 ２、改正内容についてでございます。（１）国民健康保険税の減額の対象となる所得基準につき

ましては、軽減判定所得の算定において、基礎控除額相当分の基準額を４３万円に引き上げると

ともに、被保険者のうち、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から１

を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えるものであります。（２）公的年金等に係る所得に

係る国民健康保険税の課税の特例につきましては、軽減判定所得基準の見直しに合わせ、規定を

整備するものであります。 

 最後に、３、附則規定でございます。この改正後の日野町国民健康保険税条例の施行期日は、

令和３年１月１日といたしております。説明は以上でございます。 

○議長（小谷 博徳君） 次に、日程第５、議案第６７号、愛と元気の日野町ふるさと基金条例の

一部改正についてを、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第６７号、愛と元気の日野町ふるさと基金

条例の一部改正について、御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと思います。 

 これは、ふるさと基金を財源として行う事業に、住民の生命・健康及び生活に直接関係する公

共交通事業及び日野病院組合支援を加え、日野町出身者をはじめ町にゆかりのある方々に広く支

援を求めるため、条例改正を行うものであります。詳細につきましては、企画政策課長に説明さ

せますので、御審議いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 荒木企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木 憲男君） 議案第６７号、愛と元気の日野町ふるさと基金条例について、

御説明いたします。議案書の２ページ、事業概要書を御覧ください。 

 趣旨としまして、ふるさと基金を財源として行う事業に、住民の生命・健康、生活に直接関係

する公共交通事業及び日野病院組合支援を加え、町出身者をはじめ町にゆかりのある方々など広

く応援を求めるものです。 

 改正の内容は、寄附金を財源とすることができる事業として、第３条に生活基盤を支える公共

交通事業及び地域医療の中核を担う日野病院組合支援事業を追加するものです。３ページは改正

前後の対照表となっておりますので御覧ください。 

 附則としまして、この条例は公布の日から施行することとしております。説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 次に、日程第６、議案第６８号、鳥取県町村総合事務組合規約の変更に

関する協議について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 
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○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第６８号、鳥取県町村総合事務組合規約の

変更に関する協議について、御説明申し上げます。 

 これは、鳥取県町村総合事務組合が行う共同事務に新たな事務を加えるため、鳥取県町村総合

事務組合規約の一部を変更する必要が生じたので、これを行う協議について議会の議決を求める

ものでございます。詳細につきましては、総務課長に説明させますので、御審議いただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 渡部総務課長。 

○総務課長（渡部 裕之君） 議案第６８号、鳥取県町村総合事務組合規約の変更に関する協議に

ついて、御説明申し上げます。議案書の２ページ、概要書を御覧をいただきたいと思います。 

 鳥取県内の町村がそれぞれに行っている事務を鳥取県町村総合事務組合で共同処理し、効率化

を図るために、次の２つの事務を加える改正となります。１つ目が、消防組織法第２５条の規定

に基づく非常勤消防団員に対する退職報償金の支給事務。２つ目が、消防団員に対する賞じゅつ

金の支給事務という以上の２つの事務でございます。この規約の改正の施行期日は、令和３年４

月１日を予定されております。説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 次に、日程第７、議案第６９号、鳥取県西部広域行政管理組合規約の変

更に関する協議について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第６９号、鳥取県西部広域行政管理組合規

約の変更に関する協議について、御説明申し上げます。 

 これは、鳥取県西部広域行政管理組合が共同処理する事務に関し、参加する自治体を変更する

ため鳥取県西部広域行政管理組合規約の一部を変更する必要が生じたので、これを行う協議につ

いて議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、企画政策課長に説明させます

ので、御審議いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 荒木企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木 憲男君） 議案第６９号、鳥取県西部広域行政管理組合規約の変更に関す

る協議について、御説明いたします。議案書の２ページ、事業概要書を御覧ください。 

 現在、不燃物処理施設については、境港市を除く構成市町村の共同事務処理としています。そ

こを、鳥取県西部広域行政管理組合一般廃棄物処理施設整備基本構想を策定し、構成市町村全体

での可燃ごみ処理施設と不燃ごみ処理施設の一体的整備及び処理に向けた検討を進めることとな

り、境港市を含めた共同処理事務を可能とするため、組合規約の変更を行おうとするものです。 
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 １ページ中段は、改正前後の対照表となっておりますので御覧ください。 

 附則としまして、鳥取県知事の許可のあった日からの施行としております。説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 次に、日程第８、議案第７０号、日野町江府町日南町衛生施設組合規約

の変更に関する協議について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第７０号、日野町江府町日南町衛生施設組

合規約の変更に関する協議について、御説明申し上げます。 

 これは、江府町役場の移転に伴い、日野町江府町日南町衛生施設組合規約に規定する同組合の

事務所の位置を鳥取県日野郡江府町大字江尾１７１７番地の１に改める同規約の一部の変更を行

う協議について、議会の議決を求めるものでございます。 

 規約の改正は、令和３年１月１２日から施行される予定です。御審議いただきますようよろし

くお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 次に、日程第９、議案第７１号、建設工事委託協定の変更について、提

出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第７１号、建設工事委託協定の変更につい

て、御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと存じます。 

 これは、日野町特定環境保全公共下水道、日野中央浄化センターの建設工事委託について、協

定金額に変更を生じたので、地方自治法第９６条第１項第５号及び日野町議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでござ

います。詳細につきましては、建設水道課長に説明させますので、御審議いただきますようよろ

しくお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 飛田建設水道課長。 

○建設水道課長（飛田 朋伸君） 議案第７１号、建設工事委託協定の変更について、御説明申し

上げます。議案書を御覧いただきたいと思います。 

 概要としまして、日野町特定環境保全公共下水道日野中央浄化センターの建設工事委託協定に

ついて、日本下水道事業団による工事設計見直し及び入札に伴う契約金額の減、日野町下水道事

業団管理諸費の減額精算により、協定金額を減額するものです。（「日本下水道」と呼ぶ者あり）

日本下水道事業団管理諸費の減額精算により、協定金額を減額するものです。現在の協定金額が

８，５００万円を、変更後、協定金額として７，２９９万円に変更し、１，２０１万円減額する
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ものです。説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 次に、日程第１０、議案第７２号、令和２年度日野町一般会計補正予算

（第７号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第７２号、令和２年度日野町一般会計補正

予算（第７号）につきまして、御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと存じます。 

 これは、歳入歳出それぞれ３，３０４万６，０００円を追加し、予算総額を４６億８，７３６

万８，０００円とするものであります。補正額等は、２ページから３ページの第１表、歳入歳出

予算補正を御覧いただきたいと思います。 

 次に、４ページ、第２表、債務負担行為を御覧いただきたいと思います。日野町立学校給食セ

ンター調理・配送業務委託料につきましては、期間を令和３年度より令和５年度まで、限度額を

４，８９０万円とし、自主放送番組制作委託料につきましては、期間を令和３年度より令和５年

度まで、限度額を８，０１９万円とするものでございます。 

 続いて、５ページ、第３表、地方債補正を御覧いただきたいと思います。緊急自然災害防止対

策事業債の限度額を４，２６０万円増額の２億８，１００万円とし、合計の限度額を９億４，５

９３万７，０００円とするものでございます。 

 このたびの補正予算の歳出の主なものとしましては、身体障害者の方の自動車改造費助成事業

の創設などによる障害者総合支援事業３４万６，０００円、根雨地区浸水対策事業では、水道管

の移設等に伴う補償費や舗装復旧に伴う増嵩により４，２６０万円の増額、国道１８１号改良工

事に伴う才ノ原たたら跡の発掘調査に係る費用として１５９万１，０００円などを計上しており

ます。歳入では、才ノ原たたら跡の発掘調査に係る県支出金１５５万７，０００円、根雨地区浸

水対策事業に係る緊急自然災害防止対策債４，２６０万円などを計上しております。詳細につき

ましては、担当課長より説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 渡部総務課長。 

○総務課長（渡部 裕之君） 議案第７２号、令和２年度、日野町一般会計補正予算（第７号）に

ついて、御説明をいたします。７ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書及び８ページから１４

ページまでの給与費明細書につきましては、御覧をいただきたいと思います。 

 歳入について御説明をいたします。１５ページを御覧いただきたいと思います。国庫支出金、

国庫負担金、民生費負担金は、国民健康保険基盤安定費負担金として１２万９，０００円の増額

です。国庫補助金、総務費補助金は、特別定額給付金事業の完了に伴う事業費補助金及び事務費
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補助金の減額など、合わせて７４６万７，０００円の減額。民生費補助金は、在宅障害者地域生

活支援補助金及び子育て世帯臨時特例給付補助金、合わせて９万６，０００円の増額です。県支

出金、県負担金、民生費負担金は、国民健康保険基盤安定費負担金として５７万５，０００円の

増額です。県補助金、総務費補助金は、特定地域づくり事業費補助金として２万１，０００円の

増額。民生費補助金は、隣保館運営費補助金の減額、在宅障害者地域生活支援事業費補助金の増

額、合わせて１６万８，０００円の減額です。１６ページにかけて、農林水産業費補助金は、鳥

獣被害総合対策事業費補助金、鳥取県鳥獣被害防止総合対策交付金の増額及びきのこ王国とっと

り推進事業補助金の減額、合わせて２１万円の増額です。商工費補助金は、鳥取県鉄道の旅魅力

造成支援補助金として１０万円の増額。教育費補助金は、鳥取県学校・家庭・地域連携協力推進

事業費補助金４１万４，０００円の減額です。県委託金、教育費委託金は、人権啓発活動地方委

託金の減額、発掘調査委託金の増額、合わせて１２８万５，０００円の増額です。繰入金、基金

繰入金、愛と元気の日野町ふるさと基金繰入金は７５万円の減額。諸収入、雑入は、コミュニテ

ィー助成金及び文化センター入場料、合わせて３１７万１，０００円の減額です。１７ページ、

町債、土木債は、根雨地区浸水対策事業債として４，２６０万円の増額であります。 

 次に、歳出について御説明いたします。１８ページを御覧いただきたいと思います。議会費は、

職員手当等が人事院勧告に準じた期末手当の減額、旅費と負担金は、新型コロナウイルスの影響

で県外出張が中止されたことによる減額、備品購入費は、感染対策備品の事業費確定による減額

で、合計で１２５万６，０００円の減額です。総務費、総務管理費、一般管理費は７６７万６，

０００円の減額です。内訳として、期末手当は人事院勧告に準じた減額。時間外勤務手当は、特

別定額給付金給付事務の確定により減額。市町村共済組合負担金は、負担額の確定による増額。

事業費、役務費、委託料、交付金は、特別定額給付金給付事務の確定により減額です。１９ペー

ジ、財産管理費は、非常用自家発電設備設置に伴いますＬＰガス充填費用として１５０万円の増

額です。企画費は２１９万３，０００円の減額。旅費は、新型コロナウイルスの影響による、ひ

の郷会・ふるさと住民票事業の減額。委託料及び使用料は、特定地域づくり事業の予算組替えに

よる減額。補助金は、特定地域づくり事業の財産的基礎への補助金１２５万円と、予算組替えに

よる増額。生きいき“ひの”ふれあい祭り７０万円の減額及びコミュニティー助成事業２地区の

うち１地区の不採択による２５０万円の減額など、合わせて１５４万円の減額を計上しておりま

す。財政調整基金は、公共施設等長寿命化基金積立金６８３万７，０００円の増額。防災諸費は、

避難所用冷風機１３台分の購入事業費が確定をしたことにより２０４万円の減額です。次に、徴

税費、税務総務費は、人事院勧告に準じた期末手当を７万７，０００円減額。賦課徴税費は、徴
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税の過年度遡及更正に伴う過納等還付金の不足によるによる３万円の増額です。２０ページにか

けて、戸籍住民基本台帳費は、人事院勧告に準じ期末手当を３万４，０００円の減額です。 

 次の民生費からは、健康福祉課長が御説明をいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） 引き続き、２０ページを御覧ください。民生費、社会福祉費、

社会福祉総務費は２０９万５，０００円の増額です。職員手当は、人事院勧告に伴う減額。扶助

費は、身体障害者用自動車改造費助成事業の創設による増額。蓄便袋などの支援を行う日常生活

用具給付等事業の給付費の増が見込まれ、増額補正をするものです。繰出金は、国民健康保険及

び介護保険特別会計において、制度改正に対応するため実施するシステム改修費に対する事務費

繰り出しと保険基盤安定分繰出金、合わせて１９０万４，０００円を増額するものです。老人福

祉費は３２万６，０００円の増額。後期高齢者医療保険特別会計において、制度改正に対応する

ため実施するシステム改修費に対する事務費の繰出金です。社会福祉施設費は３９３万円の減額

です。これは、隣保館長に再任用職員を充てたことによる給料等人件費の減額と、新型コロナウ

イルス感染症拡大に伴い、解放文化祭、中学生学習会、県外視察等の主催事業や全国大会等が中

止になったことによる減額及び事業費確定による備品購入の減額です。 

 続いて、２１ページ中段を御覧ください。児童福祉費、児童福祉総務費は２０万１，０００円

の増額で、職員手当等は、人事院勧告に伴う減額と新たに扶養手当が発生した増額です。交付金

は、日野町新生児特別定額給付金の対象者が当初の１０名から１３名に増加見込みであるため、

増額補正をするものです。２２ページにかけて、生活保護費、生活保護総務費は２万円の増額で、

生活保護のレセプト点検員を雇用するための報酬及び旅費を計上するものです。 

 次に、衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費は２２２万円の増額。職員手当等は、人事院勧告

に伴う期末手当の減額。繰出金は、簡易水道特別会計への繰出金を計上するものです。予防費は、

風疹の追加的対策の対象となる抗体検査受診者及び予防接種者が見込みより増額したことにより、

手数料を１万２，０００円増額するものです。清掃費、じんかい処理費は６３万円の減額です。

町指定ごみ袋の入札実績による減額及びごみ分別の仕方冊子の作成費の増額。委託料は、廃プラ

スチック等の収集量が当初計画より増加したため、増額するものです。 

 次の農林水産業費からは、産業振興課長が説明いたします。 

○議長（小谷 博徳君） 角井産業振興課長。 

○産業振興課長（角井  学君） 引き続き、２２ページを御覧ください。農林水産業費、農業費、

農業総務費は４２万７，０００円の増額です。給料、職員手当等共済費は、異動修正、人事院勧
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告に準じ変更を行うものです。２３ページにかけ、農業振興費は９３万円の増額です。報償費は、

イノシシやニホンジカの捕獲頭数が増えたことによる有害鳥獣捕獲奨励金の増額。委託費は、国

の集中捕獲キャンペーンに係るイノシシ等の捕獲費の増額です。林業費、林業振興費は５７万円

の減額です。これは、シイタケ原木の伐採、運搬のための作業道開設に係る県補助金について、

従来町への間接補助金だったものが、本年度の県制度の改正に伴い、県からシイタケ生産農家へ

の直接補助となったことによるものです。商工費、観光費は、補正額の異同はございません。「Ｗ

ＥＳＴ ＥＸＰＲＥＳＳ 銀河」の歓迎イベントなどの地元おもてなし経費について、県補助金

の対象となったことによる財源振替です。 

 ２４ページにかけて、土木費、土木管理費、土木総務費は３，９９１万９，０００円の増額で

す。給料、職員手当等共済費は、職員の退職及び会計年度任用職員の雇用、人事院勧告によるも

のです。工事請負費は、根雨地区浸水対策事業に係る排水路工事費の増額です。補償金は、浸水

対策事業に係る支障となる上下水道の支障移転工事及び立木、駐車場等に対して補償するもので

す。繰出金は、公共下水道事業特別会計への繰出金を減額するものです。 

 次の教育費からは、教育課長が御説明を申し上げます。 

○議長（小谷 博徳君） 砂流教育課長。 

○教育課長（砂流 誠吾君） 引き続き、中段以降を御覧ください。教育費、教育総務費、事務局

費は１３万９，０００円の減額です。職員手当等は、期末手当の減額及び通勤手当との組替えに

よる減。旅費は、通勤手当との組替え等による増です。小学校費、学校管理費は２万８，０００

円の増額です。これは、コピー機を１台、１月から新たにリースするための借り上げ料です。 

 ２４ページ下段から２５ページにかけて、社会教育費、社会教育総務費は６８万６，０００円

の減額です。職員手当等は期末手当の減額によるもの。報償費等は、新型コロナウイルス感染症

拡大に伴い成人式の式典等を中止したこと、日野町史ブックレットを１種類しか作成できなくな

ったことによる減額です。財源振替は、隣保館館長の人件費に国、県支出金を充てることと、放

課後子ども教室に係る補助金の交付額が決定したことによるものです。公民館費は２０万５，０

００円の減額です。これは、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、公民館祭の中止、公民館学

習、おしどり学園の開催期間の短縮をしたことによるものです。文化財保護費は１５９万１，０

００円の増額です。旅費は、文化財保存活用地域計画作成に係る文化庁調査官派遣に係る費用。

需用費、委託料等は、才ノ原たたら跡の発掘調査に係る費用です。 

 ２６ページにかけて、文化センター費は２４４万５，０００円の減額です。これは、新型コロ

ナウイルス感染症拡大に伴い、みんなの音楽祭、あすか組公演、町民ミュージカルを中止したこ
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とによるものです。２６ページ中段、保健体育費、学校給食費は、県産水産物学校給食提供事業

に関する費用として、学校給食会への負担金を賄い材料費に組み替えるものです。体育総務費は

９２万６，０００円の減額です。これは、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、鵜の池マラソ

ン、町民体育祭、町駅伝大会を中止したことによるものです。同和教育費、社会同和教育費は２

８万３，０００円の減額です。これは、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、人権啓発講演会

等の主催事業などを中止したことによるものです。 

 以上が令和２年度一般会計補正予算（第７号）の提案説明でございます。 

○議長（小谷 博徳君） 次に、日程第１１、議案第７３号、令和２年度日野町国民健康保険特別

会計補正予算（第３号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第７３号、令和２年度日野町国民健康保険

特別会計補正予算（第３号）について、御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと思い

ます。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ３８万円を追加し、総額を４億１，７４３万２，０００円

とするものでございます。補正額等は、２ページ、第１表、歳入歳出予算補正を御覧いただきた

いと思います。詳細につきましては、健康福祉課長に説明をさせますので、御審議いただきます

ようよろしくお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） 議案第７３号、令和２年度日野町国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）について、御説明いたします。議案書の３ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書

は御覧ください。 

 ４ページから６ページまでの給与費明細書も、会計年度任用職員の異動により調整したもので

ございますので御覧ください。 

 ７ページ、歳入でございます。他会計繰入金、一般会計繰入金は、国保税軽減額等の見込みが

増加したことによる保険基盤安定分繰入金及び国民健康保険の制度改正に対応するため実施する

システム改修費に対する事務費繰入れを１２９万９，０００円増額するものです。基金繰入金は、

保険基盤安定繰入金等を増額したことに伴い、財政調整基金繰入金を９１万９，０００円減額す

るものです。 

 続きまして、８ページ、歳出です。総務費、総務管理費、一般管理費は３６万円の増額です。

これは、会計年度任用職員の異動による報酬、共済費、旅費の減額と、国民健康保険の制度改正
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に対応するシステム改修費に係る委託料を計上するものです。国民健康保険事業費納付金、一般

被保険者医療給付費分、一般被保険者後期高齢者支援金等分、一般被保険者介護納付金分につい

ては、保険基盤安定繰入金を増額したことに伴う財源振替です。 

 ９ページ、保健事業費、保健衛生普及費は２万円の増額です。これは、令和３年１月からレセ

プトの２次点検を国保連に委託するために計上するものです。説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 次に、日程第１２、議案第７４号、令和２年度日野町介護保険特別会計

補正予算（第２号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第７４号、令和２年度日野町介護保険特別

会計補正予算（第２号）について、御説明いたします。議案書を御覧いただきたいと思います。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ３２５万５，０００円を追加し、予算総額を７億１，４３

２万２，０００円とするものでございます。補正額等は、２ページ、第１表、歳入歳出予算補正

を御覧いただきたいと思います。詳細につきましては、健康福祉課長に説明させますので、御審

議いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小谷 博徳君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） 議案第７４号、令和２年度日野町介護保険特別会計補正予算（第

２号）について、御説明いたします。議案書の３ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書及び４

ページから６ページ、給与費明細書は、御覧いただきたいと思います。 

 ７ページ、歳入でございます。国庫支出金、国庫補助金、調整交付金は２万３，０００円の増

額。地域支援事業交付金は、包括的支援事業・任意事業が９，０００円の増額、介護予防・日常

生活支援総合事業は４万７，０００円の増額です。介護保険事業費補助金は５７万２，０００円

の増額。これは、介護保険制度改正に対応するシステム改修に係る費用の２分の１が補助される

ものです。保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金は、それぞれ９５万３，

０００円、９４万９，０００円の増額。これは、介護予防・生活支援サービス事業等の取組に対

して交付されるものです。支払基金交付金、地域支援事業支援交付金は６万４，０００円の増額。

これは、介護予防・生活支援サービス事業等の増額に伴うものです。県支出金、県補助金、地域

支援事業交付金は、包括的支援事業・任意事業が４，０００円の増額、介護予防・日常生活支援

総合事業は２万９，０００円の増額です。 

 続きまして、８ページを御覧ください。繰入金、一般会計繰入金、地域支援事業繰入金は、包

括的支援事業・任意事業が４，０００円の増額、介護予防・日常生活支援総合事業は２万９，０
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００円の増額です。その他一般会計繰入金は５７万２，０００円の増額。これは、システム改修

費に係る事務費繰入金です。 

 続きまして、９ページ、歳出です。総務費、総務管理費、一般管理費は１１４万４，０００円

の増額。これは、介護保険制度改正に対応するためのシステム改修に係る電算処理委託料を計上

するものです。地域支援事業費、介護予防・生活支援サービス事業費は、保険者機能強化推進交

付金等を計上したことによる財源振替です。介護予防ケアマネジメント事業費は２３万８，００

０円の増額。これは、要支援１、２の方のケアプランを作成するための介護予防ケアマネジメン

ト業務委託料の増額です。包括的支援事業・任意事業費、生活支援体制整備事業は２万４，００

０円の増額。これは、会計年度任用職員の通勤手当を計上するものです。基金積立金は１８４万

９，０００円を増額。これは、保険者機能強化推進交付金等を計上したことにより、介護給付費

準備基金積立金を計上するものです。説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 次に、日程第１３、議案第７５号、令和２年度日野町後期高齢者医療保

険特別会計補正予算（第２号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第７５号、令和２年度日野町後期高齢者医

療保険特別会計補正予算（第２号）について、御説明いたします。議案書を御覧いただきたいと

思います。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ４０万７，０００円を追加し、予算総額を５，６５７万７，

０００円とするものでございます。補正額等は、２ページ、第１表、歳入歳出予算補正を御覧い

ただきたいと思います。詳細につきましては、健康福祉課長に説明させますので、御審議いただ

きますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小谷 博徳君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） 議案第７５号、令和２年度日野町後期高齢者医療保険特別会計

補正予算（第２号）について、御説明いたします。議案書の３ページ、歳入歳出補正予算事項別

明細書は、御覧いただきたいと思います。 

 ４ページ、歳入でございます。国庫支出金、国庫補助金、高齢者医療制度円滑運営事業費補助

金は、制度改正に対応するために実施するシステム改修に対する補助金８万１，０００円を計上

しております。繰入金、事務費繰入金についても、システム改修に係る繰入金３２万６，０００

円を計上するものです。 

 続いて、歳出です。総務費、総務管理費、一般管理費は、制度改正に対応するために実施する
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システム改修に係る電算処理委託料４０万７，０００円を計上するものです。説明は以上でござ

います。 

○議長（小谷 博徳君） 次に、日程第１４、議案第７６号、令和２年度日野町簡易水道特別会計

補正予算（第２号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第７６号、令和２年度日野町簡易水道特別

会計補正予算（第２号）について、御説明いたします。議案書を御覧いただきたいと思います。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ２，２０４万１，０００円を追加し、予算総額を１億２，

１２３万円とするものでございます。補正額等は、２ページ、第１表、歳入歳出予算補正を御覧

いただきたいと思います。詳細につきましては、建設水道課長に説明させますので、御審議いた

だきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小谷 博徳君） 飛田建設水道課長。 

○建設水道課長（飛田 朋伸君） ただいま上程されました議案第７６号、令和２年度日野町簡易

水道特別会計補正予算（第２号）を御説明いたします。議案書の３ページ、歳入歳出補正予算事

項別明細書は御覧ください。 

 ４ページから９ページまでの給与費明細書は、人事院勧告に準じ調整したものでございます。

御覧いただきたいと思います。 

 続きまして、１０ページ、歳入であります。繰入金、一般会計繰入金は、２２４万１，０００

円を減額するものであります。諸収入、雑入は、根雨地区浸水対策事業に伴う水道管……（発言

する者あり） 

○議長（小谷 博徳君） ちょっと説明に誤りがあらせんかいな。（「増額」と呼ぶ者あり） 

○建設水道課長（飛田 朋伸君） 失礼しました。繰入金、一般会繰入金は、２２４万１，０００

円を増額するものであります。諸収入、雑入は、根雨地区浸水対策事業に伴う水道管移設補償金

１，９８０万円を増額するものです。 

 続きまして、歳出であります。総務費、管理費、総務管理費は２２４万１，０００円を増額す

るものです。職員手当等は、人事院勧告に伴い減額。共済費は、標準報酬月額の変更により増額

するものです。負担金、補助金及び交付金は、諏訪地区の飲料水供給施設整備費補助金でありま

す。公課費は、消費税の確定申告を行ったところ、当初の見込みより納付税額が増額となったた

め補正するものです。給水管理費、一般管理費は１，９８０万円の増額です。根雨地区浸水対策

事業に伴う水道管移設工事に係る建設工事費の増額です。説明は以上です。 
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○議長（小谷 博徳君） 次に、日程第１５、議案第７７号、令和２年度日野町公共下水道事業特

別会計補正予算（第２号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第７７号、令和２年度日野町公共下水道事

業特別会計補正予算（第２号）について、御説明いたします。議案書を御覧いただきたいと思い

ます。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ１６１万６，０００円を減額し、予算総額を１億３，７１

１万９，０００円とするものでございます。補正額等は、２ページ、第１表、歳入歳出予算補正

を御覧いただきたいと思います。詳細につきましては、建設水道課長に説明させますので、御審

議いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小谷 博徳君） 飛田建設水道課長。 

○建設水道課長（飛田 朋伸君） それでは、ただいま上程いただきました議案第７７号、令和２

年度日野町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）を御説明いたします。議案書の３ページ、

歳入歳出補正予算事項別明細書は御覧ください。 

 ４ページから９ページまでの給与費明細書は、人事院勧告に準じ調整したものでございます。

御覧いただきたいと思います。 

 続きまして、１０ページ、歳入です。繰入金、一般会計繰入金は１６１万６，０００円を減額

するものです。 

 続きまして、歳出です。下水道費、公共下水道費、総務費は６万１，０００円の増額でありま

す。職員手当等は、人事院勧告に伴い減額。共済費は、標準報酬月額の変更により増額とするも

のです。施設管理費は１６７万７，０００円の減額です。日野中央浄化センターの汚泥処理委託

料を減額するものです。説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） お諮りいたします。議案第６６号から議案第７７号までの提案説明が終

わりましたが、質疑、討論、採決は後日に行うこととし、留保いたしたいと思います。これに異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小谷 博徳君） 異議なしと認めます。よって、議案第６６号から議案第７７号までの質

疑、討論、採決は、留保することに決定いたしました。 

─────────────・───・───────────── 

○議長（小谷 博徳君） お諮りいたします。本日の会議は、これで延会といたしたいと思います。
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これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小谷 博徳君） 異議なしと認めます。よって、本日は、これで延会とすることに決定い

たしました。 

 本日はこれで延会いたします。会議の再開は、１２月９日午前１０時といたします。御協力あ

りがとうございました。 

午前１１時０４分延会 

─────────────────────────────── 

 


